
川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱 

（３川経農振第 170 号  令和３年７月２６日市長決裁） 

（通則） 

第１条 「川崎市トップ経営体育成事業補助金」（以下「補助金」とい

う。）の交付については、神奈川県トップ経営体育成事業補助金交付

要綱（平成３０年６月１日施行。以下「県要綱」という。）、神奈川県

トップ経営体育成事業実施要領（平成３０年６月１日施行。以下「県

要領」という。）及び「川崎市補助金等の交付に関する規則」（平成１

３年川崎市規則第７号。以下「市交付規則」という。）によるほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、地産地消を推進し、市民の求める新鮮で安全・安

心な農畜産物の安定供給を図るとともに、優れた経営感覚を有する

経営体（以下「トップ経営体」という。）を育成することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるものとする。 

（１）補助事業 

第４項で定める事業実施主体が行う補助金の対象となる事業を

いう。なお、補助事業は第５条第１項で定めるものとする。 

（２）補助対象農業者 

かながわ農業版ＭＢＡ研修を修了した者又は当該研修を修了し

た者を含む農業経営体で、その者が当該農業経営体の意思決定に関

与していることが明確な経営主をいう。 

（３）補助対象農業団体 

かながわ農業版ＭＢＡ研修を修了した者が経営し又は役員等と

して経営の意思決定に関与している団体で、代表の定めがあり、か



つ組織及び運営についての規約があるものをいう。 

（４）事業実施主体 

補助対象農業者又は補助対象農業団体をいう。 

 

（対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業実施主体（以下「事業実施主体」

という。）は、川崎市に住所を有する補助対象農業者又は本店が所在

する補助対象農業団体とする。 

２  次の各号のいずれかに該当する者は、対象にならないものとする。 

（１）既に事業を実施している又は事業を終了している者 

（２）同一内容、同一経費で既に他の川崎市の助成制度による助成を受

けている者又は採択が決定している者 

（３）市民税を滞納している者 

（４）第８条各号に該当する者 

（５）上記各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

 

（補助事業及び対象経費） 

第５条 補助事業は、次の各号の事業とする。ただし、各号の事業の内

容等詳細は県要領別表１のとおりとし、補助率及び補助限度額は、県

要綱第４条のとおりとする。また、要件等は、県要領第５のとおりと

する。 

（１）育苗施設の整備 

（２）乾燥調製施設の整備 

（３）穀類乾燥調製貯蔵施設の整備 

（４）農産物処理加工施設の整備 

（５）集出荷貯蔵施設の整備 

（６）直売施設の整備 

（７）用土等供給施設の整備 

（８）被害防止施設の整備 

（９）農業廃棄物処理施設の整備 



（10）生産技術高度化施設の整備 

（ 11）種子種苗生産関連施設の整備 

（ 12）有機物処理・利用施設の整備 

（ 13）家畜飼養管理施設の整備 

（ 14）家畜排せつ物処理施設の整備 

（ 15）自給飼料関連施設の整備 

（ 16）畜産物加工・販売施設の整備 

（ 17）農畜産業機械（アタッチメントを含み、その取得価格が 50 万円

以上のものに限る。）の導入 

２  国、その他の団体から同様の補助金等（以下「その他補助金」とい

う。）を受ける場合は、補助対象経費からその他補助金の補助金額を

差し引いた額の３分の１以内を補助率とする。なお、その他補助金を

併用する場合、事業実施主体の自己負担額は、補助対象経費の３分の

１を下回らないこととする。 

３  次の各号の経費は補助対象としない。 

（１）消費税及び地方消費税 

（２）施設等の建築工事に係る実施設計書（県要領 参考様式３）の作

成に要する経費 

（３）その他市長が不適当と認めるもの 

４  次の各号の場合は、補助対象経費から当該金額を差し引いた額の３

分の１以内の補助率とする。 

（１）発注先への支払日が、補助金の交付決定のあった日の属する市の

会計年度の２月以降になる分の額 

（２）支払いを確認できる書類が無い分の額 

（３）経費の区分を確認できない分の額（他の経費と一括で請求され、

明細書等の確認ができない場合等） 

（４）現金払い又は金融機関からの振込払み以外により支払いをした

分の額 

（５）ポイントを用いて支払いをした分の額 

５  市長は、事業実施主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付



する。 

 

（神奈川県トップ経営体育成事業計画書の提出） 

第６条  事業実施主体は、市長が別に指定する日までに川崎市トップ

経営体育成事業計画承認願（第１号様式）及び神奈川県トップ経営体

育成事業計画書（県要領 様式１）を市長に提出しなければならない。 

２  市長は、県要領第６の３（２）に基づく審査結果（募集結果）の通

知を県から受けた場合、川崎市トップ経営体育成事業の審査結果（募

集結果）（第２号様式）により、事業実施主体に対して、結果を通知

するものとする。 

３  市長は、県要領第６の３（４）に基づく計画の承認願の結果通知を

県から受けた場合、川崎市トップ経営体育成事業計画承認願の結果

通知（第３号様式）により、事業実施主体に対して、結果を通知する

ものとする。 

 

（交付申請） 

第７条  補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、市長が別に

指定する日までに、川崎市トップ経営体育成事業補助金交付申請書

（第４号様式。以下「申請書」という。）のほか、次の各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）神奈川県トップ経営体育成事業計画書（県要領 様式１） 

（２）実施設計書（県要領 参考様式３） 

（３）収支予算書（県要綱 第２号様式） 

（４）役員等氏名一覧表（県要綱 第３号様式） 

（５）暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（第５号様式） 

（６）カタログ、設計図書、見積書等の事業概要及び費用が分かる資料 

（７）補助事業の実施場所が確認できる位置図 

（８）土地に固着する施設を設置する場合は使用権原に係る資料（公図、

登記事項証明書等） 

（９）その他市長が必要と認めた書類 



 

（暴力団排除） 

第８条  事業実施主体が次の各号に該当する場合は、川崎市暴力団排

除条例（平成 24 年川崎市条例第５号。以下「暴力団排除条例」とい

う。）第８条の規定に基づき、交付の対象としない。 

（１）暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団 

（２）同条第２号に規定する暴力団員 

（３）同条第３号に規定する暴力団員等 

（４）同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

２  市長は、暴力団排除条例第８条の規定に基づき、必要があると認め

たときは、事業実施主体が排除対象者であるか否かについて神奈川

県警察本部に照会することができる。ただし、個人情報の提供につい

て、暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（第５号様式）

により、あらかじめ事業実施主体の同意を得るものとする。 

 

（交付の決定及び通知） 

第９条 市長は、第７条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書

類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目

的及び内容が適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、川

崎市トップ経営体育成事業補助金交付決定通知書（第６号様式）によ

り通知するものとする。 

２  市長は、補助金の交付を行わないことと決定したときは、事業実施

主体に対し、速やかに補助金不交付決定通知書（第７号様式）により、

その旨を通知するものとする。 

 

（事業計画の変更・中止等） 

第 10 条  事業実施主体が、事業計画を変更、中止又は廃止しようとす

るときは、速やかに川崎市トップ経営体育成事業補助金交付変更（中

止・廃止）承認申請書（第８号様式）に必要書類を添付して市長に提

出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、県要



綱第８条第１号に掲げる軽微な変更については、この限りではない。 

 

（交付決定の変更・中止等） 

第 11 条  市長は前条の変更（中止・廃止）申請書の提出があった場合

において、補助金の変更、中止又は廃止の決定をしたときは、川崎市

トップ経営体育成事業補助金変更（中止・廃止）決定通知書（第９号

様式）により事業実施主体に通知するものとする。 

 

(市内中小企業者への優先発注) 

第 12 条  「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注に向

けた基本方針（川崎市 令和元年１１月）」及び「補助金等交付事業に

係る市内中小企業者への優先発注ガイドライン（川崎市財政局 令和

元年１２月）」に基づき、事業実施主体は、補助金の交付決定額が１，

０００，０００円を超え、かつ補助事業等に係る工事の発注、物品及

び役務の調達等を行う場合において、次のいずれかに該当するとき

は、市内中小企業者（市交付規則第５条第２項にいう中小企業者。以

下同じ。）により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見

積書の取得を行わなければならない。ただし、市長が契約の性質上こ

れらの方法により難いと認める場合又はその必要がないと認める場

合は、この限りでない。 

(１ ) １件の金額が１，０００，０００円を超えるとき 

(２ ) その他市長が必要と認めるとき 

２  事業実施主体は、事業完了後速やかに、次の各号に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。 

（１）発注実績報告書（第１０号様式）。ただし、対象経費のうち、１

件の金額が１，０００，０００円を超える支出となる案件について

記載するものとし、市内中小企業者による入札、又は２者以上の市

内中小企業者から見積書を取得した場合は、結果の分かる書類の

写しを添付するものとする。 

（２）市内中小企業者から見積書を取得する場合は、市内中小企業者で



あることの誓約書（第１１号様式）。ただし、川崎市の競争入札の

参加資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小と

して登載されている者、又は当該補助事業者に対して直近の４月

１日以降に記載内容（住所、商号又は名称、代表者職氏名、資本金

の額、職員総数）に変更がない誓約書を提出した者を除く。 

（３）入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第１２号様式）。

ただし、第１項のただし書の規定により、市内中小企業者による入

札又は２者以上の市内中小企業者から見積を取得し難い事由があ

る場合に提出するものとする。 

 

（事業の着手） 

第 13 条  事業の着手は、原則として補助金交付決定後とする。ただし、

申請書を提出した後、交付決定通知前に事業着手する場合には、事業

実施主体は、川崎市トップ経営体育成事業補助金交付決定前事業着

手届（第１３号様式）を市長に提出するものとする。 

２  事業実施主体は、施設整備等の工事を伴う事業に着手したときは、

速やかに川崎市トップ経営体育成事業着手届（第１４号様式）を市長

に提出しなければならない。  

（１）事業の着手年月日は、施設、機械等の購入日、又は工事の契約締

結日とする。 

（２）事業の完了予定年月日は、事業実施主体が補助対象経費を発注先

に支払う予定日とする。 

（３）着手届には、補助事業等に係る契約書の写し、入札てん末書（県

要領 様式６）又 は随意契約等の場合は施工業者選定理由書（県要領 

様式７）等を添付するものとする。 

 

（事業の施行） 

第 14 条  施設整備等の工事を伴う場合は、直営施行又は請負施行によ

り行い、工事請負人の選定、工事の指導監督、工事の検査及び引き渡

し等について県要領第７第２項に基づき行うものとする。 



 

（申請の取下げ） 

第 15 条  事業実施主体は、第９条に規定する通知を受けた場合におい

て、当該通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件

に 不 服 が あ る と き は 、 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 翌 日 か ら 起 算 し て 

１ ０ 日 以 内 に 川 崎 市 ト ッ プ 経 営 体 育 成 事 業 補 助 金 交 付 申 請 取 下 書

（第１５号様式）により申請を取下げることができるものとする。 

２  前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る

補助金の交付の決定はなかったものとみなす。 

 

（状況の報告） 

第 16 条  事業実施主体は、１２月３１日までに事業が完了しない場合、

１２月３１日現在の状況を１月７日までに、事業遂行状況報告書（第

１６号様式）により、市長に提出しなければならない。 

２  事業実施主体は住所又は氏名、法人にあっては所在地又は代表者

名を変更したときは名称等変更届（第１７号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

 

（実績報告） 

第 17 条  事業実施主体は、事業完了の日から３０日を経過した日又は

補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の２月末日まで

のいずれか早い日までに、川崎市トップ経営体育成事業実績報告書

（第１８号様式。以下「実績報告書」という。）及び第１２条第２項

に掲げた書類を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 18 条  市長は、実績報告書の提出を受けた場合には、実績報告書等

の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適切である

と認めたときは補助金の額を確定し、川崎市トップ経営体育成事業

補助金交付確定通知書（第１９号様式）により、事業実施主体へ通知



するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 19 条  事業実施主体は、前条の確定通知を受けた後、速やかに市長

に補助金の適切な請求書を提出しなければならない。 

２  市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

 

(財産の処分の制限) 

第 20 条  事業実施主体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増

加した財産（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効

用の増加した価格が単価３０万円以上のものについて、市長の承認

を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸付け、取り壊し、又は担保に供してはならない。 

２  市交付規則第１７条ただし書きに定める市長が定める期間は、県

要綱第１４条第２項に定める期間とする。 

３  天災地変その他の事故により取得財産等を損傷又は亡失したとき

は、施設財産等の損傷（亡失）届（第２０号様式）により速やかに市

長にその旨を届け出なければならない。 

４  事業実施主体は、施設等の更新、移転又は主要機能の変更を伴う改

良、増築、改築、 模様替えを当該施設等の処分制限期間内に行うと

きは、あらかじめ川崎市トップ経営体育成事業施設財産の更新（又は

移転、改良、増築、改築、模様替え）届出書（第２１号様式）により

市長に届け出るものとする。 

５  事業実施主体は、施設等について、その処分制限期間内に補助金の

交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供し

ようとするときは、あらかじめ 川崎市トップ経営体育成事業財産の

一時的な目的外使用に関する承認申請書（第２２号様式）又は、川崎

市トップ経営体育成事業財産処分（目的外使用、譲渡、交換、 貸付

け、担保）に関する承認申請書（第２３号様式）により、市長の承認

を受けなければならない。 



 

（交付決定の取消し等） 

第 21 条  市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当する場合

は、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返

還させることができる。 

（１）第４条第２項及び第８条各号に定める内容に該当することが判

明したとき 

（２）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

（３）事業実施主体が当該補助金の交付要件を満たさないことが判明

したとき 

（４）補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき 

（５）前条第１項の処分の制限に反して処分したとき 

（６）前条第５項の規定により市長が処分を承認するとき 

（７）その他補助金の使用が不適当と認めたとき 

 

(返還額) 

第 22 条  市長が前条の規定により、既に交付した補助金の全部又は一

部の返還を命じた際は、補助事業者は、返還命令の対象となる資産ご

とに、第２０条第２項に規定する期間（以下、「事業継続期間」とい

う。）から返還事由発生までの期間を減じて、事業継続期間で除した

値に返還対象資産ごとの補助金を乗じた額（小数点以下切捨て）の合

計額を返還するものとする。ただし、この規定に基づき助成対象事業

者の返還する額を算出することが適当でないと市長が認める場合は

この限りではない。 

 

(加算金及び延滞金) 

第 23 条  事業実施主体は、補助金を受けた後に要綱に定める事項を満

たさないことが判明した場合には、市に当該補助金の一部又は全部

を速やかに返納しなければならないものとする。市が返納を受けた

場合は、速やかに当該返納金を県に返納しなければならないものと



する。 

２  事業実施主体は、第２１条の規定により補助金の返還を命ぜられ

たときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日

数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、すでに納付した額を控除した額）につき、年 10.95

パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

３  第２項の規定により加算金を納付しなければならない場合におい

て、事業実施主体の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に

達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の

額に充てられるものとする。 

４  事業実施主体は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応

じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につ

いては、すでに納付した額を控除した額）につき年 10.95 パーセン

トの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第 24 条  事業実施主体は、県要綱第１５条及び県要領第１０に基づき、

補助金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付申請の基礎とな

った書類を、交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して１

０年間保存しなければならない。 

 

（報告及び検査等） 

第 25 条  市長は、必要があると認める場合は、事業実施主体に対して

報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係

職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者から

意見を聴取することができる。 

 

（実施状況報告） 

第 26 条  事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から神奈川県トップ



経営体育成事業計画書（第６条関係）に記載した目標年度までの間、

各年度の事業実施状況について、当該年度の翌年度の４月１５日ま

でに、川崎市トップ経営体育成事業実施状況報告書（第２４号様式。

以下「実施状況報告書」という。）を市長に提出するものとする。 

２  目標年度において目標が達成されない場合、事業実施主体は、事業

実施年度の目標年度からその翌々年度までの間、各年度の事業実施

状況について、当該年度の翌年度の４月１５日までに、実施状況報告

書（第２４号様式）を作成し、市長に提出するものとする。 

３  第２０条第５項に基づく財産の処分（目的外使用、譲渡、貸付け）

後の利用状況については、利用状況報告書（第２５号様式）により、

事業実施後１０年間が経過するまで、実施状況報告に準じ、毎年報告

を行う。ただし、処分が目的外使用や貸付けの場合は事業実施主体が、

譲渡の場合は譲渡先が提出するものとする。 

 

（施設等の管理） 

第 27 条  施設等については、常に良好な状態で管理し、必要に応じて

修繕、改築等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図る

ものとする。 

２  事業実施主体は、施設等の管理の状況を明確にするために財産管

理台帳を備えるとともに、その管理する施設等について、所定の手続

きを経て管理規程又は利用規程を定めて適正な管理を行うものとす

る。また、施設等の永続的な活用が図れるよう、施設等の更新に必要

な資金の積立てに努めるものとする。 

 

（その他） 

第 28 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、経済労働局長

が別に定める。 

 

附  則  

（施行期日） 



１ この要綱は、令和３年７月２６日から施行し、令和３年４月１日か

ら適用する。 

 

附  則  

（施行期日） 

１  この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

 



 
 

第１号様式（第６条第１項関係） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業の計画承認願 

 

 

神奈川県トップ経営体育成事業実施要領（以下「県要領」という。）第６の１（１）に

基づき作成した事業計画書等について、川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第６

条第１項に基づき、関係書類を添えて提出します。 

また、事業計画書等は、県要領第６の１（２）から第６の３（４）までの各号に基づき、

県に提出され、計画の妥当性の確認等の承認手続きが行われることについて同意します。 

添付書類 

１ 神奈川県トップ経営体育成事業計画書（県要領 様式１） 

２ 実施設計書（県要領 参考様式３）。ただし、施設等の建築工事を場合 

３ かながわ農業版 MBA 研修の修了証の写し 

４ かながわ農業版 MBA 研修で作成した経営強化プランの写し 

５ 実施設計書（県要領 参考様式３）の目標に記載したことが確認できる資料 

６ 位置図、図面、カタログ、見積もり等の事業内容が確認できる資料 

７ 使用権原に係る資料（公図、登記事項証明書等）。ただし、土地に固着する施設を

設置する場合 

８ 経営への参画状況が分かる資料（家族経営協定の写し（法人の場合は、役員名簿写

し）） 

９ トップ経営体育成事業チェックリスト（県要領 参考様式８） 

10 その他市長が必要とする書類 

 

 

  



 
 

第２号様式（第６条第２項関係） 

   川  第  号  

                                                       年  月  日  

  

事業実施主体 

住所 

 氏名                   様 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

          

                           川崎市長               

 

 

川崎市トップ経営体育成事業（○○年度実施事業）の 
審査結果（募集結果）について（通知） 

 

 

  年  月  日付けで提出がありました○○年度川崎市トップ経営体育成事業の

計画承認願について、別添のとおり、神奈川県      から通知がありましたので、

川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第６条第２項に基づき、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

連絡先 

 

  



 
 

第３号様式（第６条第３項関係） 

   川  第  号  

                                                       年  月  日  

  

事業実施主体 

住所 

 氏名                   様 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

          

                           川崎市長               

 

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業の計画承認願の結果について（通知） 

 

 

  年  月  日付けで提出がありました○○年度川崎市トップ経営体育成事業の

計画承認願について、別添のとおり、神奈川県      から通知がありましたので、

川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第６条第３項に基づき、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

連絡先 

  



 
 

第４号様式（第７条関係） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金交付申請書 

 

 

川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第７条第１項に基づき、関係書類を添えて

補助金の交付を申請します。 

また、補助金交付申請書等は、県要領第６の４（１）から第６の５（２）までの各号に

基づき、県に提出され、交付の妥当性の確認等手続きが行われることについて同意します。 

さらに、記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会することについて、要綱第８条

第２項に基づき市が行うこと並びに県要綱第７条第２項に基づき県が行うことについて同

意します。 

補助事業の目的及

び内容 

 

 

 

 

補助事業の着手及

び完了の期日 

事業着手     年  月  日 

事業完了     年  月  日 

補助事業の事業額                  千円（税抜） 

交付申請額 
                 千円 

別添事業計画書の補助対象経費の１/３以内 

添付書類 

１ 神奈川県トップ経営体育成事業計画書（県要領 様式１） 

２ 実施設計書（県要領 参考様式３） 

３ 収支予算書（県要綱 第２号様式） 

４ 役員等氏名一覧表（県要綱 第３号様式） 

５ 暴力団などに該当しないことの誓約書及び同意書（第５号様式） 

６ 見積書の写し 

７ カタログ、設置図面、見積書等の事業概要及び費用が分かる資料 

８ 補助事業の実施場所が確認できる位置図 

９ 土地に固着する施設を設置する場合は使用権原に係る資料（公図、登記

事項証明書等） 

10 その他市長が必要とする書類 



 
 

第５号様式（第７条第５号及び第８条第２項関係） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名                  

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

      

  

暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書 

  

 

川崎市トップ経営体育成事業の申請にあたり、川崎市暴力団排除条例第２条第１号から

第３号、５号に該当するもの及び暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの（以

下「排除対象者」という。裏面参照）に該当しないことを誓約します。  

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、交付決定の取消等のその他

の不利益を被ることとなっても異議は申し立てません。 

また、次の者については、役員に排除対象者がいないことを確認するため、本紙に記載

された情報を、必要に応じ、神奈川県警察本部に照会することについて、同意します。 

 
役 員 等 氏 名 一 覧 表 

役職名 
（フリガナ） 

氏  名 
生年月日 

性別 

(任意) 
住所 

 
(            ) 

   
 

 

 

(            ) 

   
 

 (            ) 

   
 

 (            ) 

   
 

 (            ) 

   
 

法人その他の団体においては全ての役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者をいう。）を記載してください。  



 
 

第６号様式（第９条第１項関係） 

                                                     川崎市指令 第  号 

                                                           年  月  日 

事業実施主体 

住所 

 氏名                   様 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

          

                           川崎市長               

 

                                   

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金交付決定通知書 

  

 

  年  月  日に申請のありました川崎市トップ経営体育成事業の補助金につい

ては、次のとおり条件を付して交付することに決定しましたので通知します。 

 

 交付決定金額             円 

 

条件 
１ 本補助金は、川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱の規定による目的以外の事業に使用して

はならない（第２１条第４項関係）。 
 
２ 補助金を受けた後に要綱に定める事項を満たさないことが判明した場合には、市に補助金の全部又

は一部を速やかに返還しなければならない（第２１条関係）。 
 
３ 12 月 31 日までに事業が完了しない場合、12 月 31 日現在の状況を、1 月 7 日までに事業遂行状況

報告書（第１６号様式）により提出しなければならない（第１６条第１項関係）。 
 
４ 事業完了の日から３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の

２月末日までのいずれか早い日までに、川崎市トップ経営体育成事業実績報告書（第１８号様式）を
提出しなければならない（第１７条関係）。 

 
５ 事業実施年度の翌年度から目標年度までの間、各年度の事業実施状況について、当該年度の翌年度

の４月１５日までに、川崎市トップ経営体育成事業実施状況報告書（第２４号様式）により提出しな
ければならない（第２６条関係）。  

 
６ 県要綱第１５条及び県要領第１０に基づき、補助金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付申

請の基礎となった書類を、交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して１０年間保存しなけれ
ばならない（第２４条関係）。 

 
７                                  
 
（備考）当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知の日
から起算し１０日以内に申請の取り下げをすることができる。 
 

担当 

連絡先  



 
 

第７号様式（第９条第２項関係） 

                                                        川  第  号  

                                                           年  月  日 

事業実施主体 

住所 

 氏名                   様 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

          

                           川崎市長               

 

                                   

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金不交付決定通知書 

  

 

  年  月  日に申請のありました川崎市トップ経営体育成事業の補助金につい

ては、次の理由により交付しないことに決定しましたので通知します。 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

連絡先 



 
 

第８号様式（第１０条関係） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金交付変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

   年  月  日付け川崎市指令  第  号により交付決定を受けた川崎市トップ

経営体育成事業を次のとおり変更（中止、廃止）したいので申請します。 

 また、変更（中止・廃止）承認申請書等は、県要領第７の３に基づき、県に提出され、

変更の妥当性の確認等手続きが行われることについて同意します。 

 １ 変更（中止、廃止）の内容 

事業概要 
内容 

変更（中止、廃止）前 変更（中止、廃止）後 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ２ 変更（中止、廃止）の理由 

 

 

（注） 

１ 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更する場合は、事業計画書（変更）案、

収支予算書（変更）案等資料を添付する（県要綱第５条及び第９条関係）。 

２  変更（中止、廃止）後のものと対照できるよう、事業計画書の各記入欄において、変

更（中止、廃止）前を（ ）書きで上段に、変更（中止、廃止）後のものを下段に２段

書きする（県要綱第４号様式関係）。  



 
 

第９号様式（第１１条関係） 

   川  第  号  

                                                       年  月  日  

  

事業実施主体 

住所 

 氏名                   様 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

          

                           川崎市長               

 

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金変更（中止・廃止）決定通知書 

 

                                   

   年  月  日に申請のありました川崎市トップ経営体育成事業補助金の変更（中

止・廃止）承認については、次のとおり承認（中止・廃止）することに決定しましたので

通知します。 

 

 

変更の内容 

 

承認後の交付決定金額            円 

 

 

 

条件 

１ 本補助金は、川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱の規定による目的以外の事

業に使用してはならない。 

 

２ 川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第２１条の規定に該当するとき、補助金

の全部又は一部を返還させるものとする。 

 

３                                  

 

担当 

連絡先 

 

  



１ 事業名

２ 発注実績（別添とすることも可）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

３ 添付書類

（注）市内中小企業者の定義

　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に

主たる事務所又は事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業）

　※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者

（２）市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積りを
      取得し難い事由がある場合は、入札（見積り）に係る理由書

（１）上記、契約結果の分かる書類の写し

（単位：円）

　　年　月　日第  号で交付決定された事業について、川崎市トップ経営体育成事業補
助金交付要綱第１２条第２項第１号に基づき、次のとおり報告します。

契約種別
(工事、委
託、物品)

契約名称 業者名
市内中小

の別
契約金額契約日

※対象経費のうち、100万円を超える工事、委託、物品購入に係る契約のみを記載してください。

合計

第１０号様式（第１２条第２項第１号関係）
　　　年　月　日

（宛先）川崎市長

事業実施主体

住所

発注実績報告書

氏名

（法人の場合は、名称・代表者の氏名）

　



 
 

第１１号様式（第１２条第２項第２号関係） 

誓  約  書 

私は、次の案件の入札に参加または見積書の提出を行うにあたり、当社が川

崎市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業基本法（昭和 38 年法律第

154 号）第２条第１項各号のいずれかに該当する中小企業者であることを誓約

します。 

 

 案件名                         
※本誓約書に虚偽の記載があった場合には、上記案件に係る入札・見積り等の契約手続 

から除外または契約を解除する場合があります。 

 

【参考】 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 

（中小企業者の範囲及び用語の定義）  

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものと

し、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定

めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社

及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種を除く。）

に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及

び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社

及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会

社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

○川崎市内企業の定義  

川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する企業（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業、個

人事業主については住所が川崎市内にあるもの）をいう。 

 

                           年  月  日  

 （宛先） 

  事業実施主体名  

事業実施主体の代表者名   

                入札参加者または見積書提出者 

                 住   所                      

                 商号又は名称                     

                 （ふりがな）                  

                 代表者職氏名                  

                 資本金の額            円 

                 職員総数             人 

                      （※代表者・役員を含む常時雇用されている人数を記入してください。）



（※辞退届を含む。）

（注）市内中小企業者の定義

　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に主たる事務所又は

事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業）

　※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者

（５）工事を発注する場合で、発注する仕様に定める施工中や施工後の保証内容等を
　　　含め、市内中小企業者では対応できないもの

　（６）の理由を選択した場合、その事由内容

　川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第１２条第２項第３号に定める市内中小企業者による入札又は２者以上
の市内中小企業者からの見積書の取得により難い理由について、十分な調査を行った結果、上記理由に該当すると判断
いたしました。
　上記理由に該当しないことが明らかになった場合、交付された助成金の全部または一部を返還いたします。

※複数の理由に当てはまる場合は、（１）から（６）の順に最初に当てはまる１つの理由を選択してください。

（法人の場合は、名称・代表者の氏名）

氏名

住所

事業実施主体

（６）上記以外の事由（事由内容を下記に記載）

 市内中小企業者による見積書

 市内中小企業者以外による見積書

通

通

４．市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の取得が行えない理由

（１）市内中小企業者で取扱いがない

（４）継続的に行っている既存設備のメンテナンスや工事の施工における保証等で、特定
　　　業者でなければアフターサービス等に支障がある

（３）特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内中小企業者では目的が達成で
      きない

（２）２者以上の市内中小企業者で取扱いがない

第１２号様式（第１２条第２項第３号関係）

入札（見積り）が行えないことに係る理由書

３．提出する見積書の種類及び数量

１． １００万円を超える工事請負・物品の購入・業務委託の契約について、市内中小企業者による
　　入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の取得が行えない契約

２．発注先

　　　年　月　日



 

 

第１３号様式（第１３条第１項関係） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金交付決定前事業着手届 

 

 

 川崎市トップ経営体育成事業補助金に係る別添事業について、次の条件を了

承のうえ、補助金交付決定前に着手したいので届け出ます。 

 

 

１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施

した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するも

のとします。 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達し

ない場合においても、異議がありません。 

３ 当該事業については、着手から補助金交付決定を受ける期間内においては、

計画変更は行いません。 

４ 交付決定前事業着手届等は、県要領第７の１に基づき、県に提出され、交

付決定前事業着手の妥当性の確認等手続きが行われることについて同意しま

す。 

事業内容 補助対象経費 
着工予定 

年月日 

完了予定 

年月日注１ 
理  由 

     

注１ 完了予定年月日：事業実施主体が補助対象経費を発注先に支払う予定日 

 

 

  



 

 

第１４号様式（第１３条第２項関係） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業着手届 

 

 

  年  月  日付け川崎市指令  第  号により交付決定のありまし

た川崎市トップ経営体育成事業について、次のとおり着手したので届け出ます。 

 また、着手届等は、県要領第７の１（３）から第７の１（６）までの各号に

基づき、県に提出され、届出の手続きが行われることについて同意します。 

事業種目  

契約年月日         年  月  日 

着工年月日         年  月  日 

完成予定年月日         年  月  日 

事業完了予定年月日 年  月  日 

事業施工者（請負人）  

事業施行場所  

施行方法 
 

 

事業量 
 

 

補助対象経費総額 円（税抜） 

負担区分 
市補助金 自己負担 融資 その他 

円 円 円 円 

その他  

注１ 事業種目欄には、県要領別表１を参照し、県要綱第３条の表の補助事業１～

１７を記載する。 

注２ 提出に際しては、工事工程表、入札てん末書（県要領 様式６）又は施行業

者選定理由書（県要領 様式７）及び契約書の写し等を添付する。 

注３ 負担区分のその他は、国庫支出金、農業協同組合補助金等 

注４ 事業完了予定年月日は、補助対象経費を発注先に支払う予定日とする。 



 

 

第１５号様式（第１５条第１項関係） 

       年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                     氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金交付申請取下書 

 

 

   年  月  日付け川崎市指令  第  号により補助金の交付決定を

受けました川崎市トップ経営体育成事業は、次の理由により補助金の交付申請

を取り下げます。 

 また、交付申請取下書等は、県要綱第８条第２号及び県要領第７の３に基づ

き、県に提出され、交付申請取下の手続きが行われることについて同意します。 

 

取下げ理由 

  



 

 

第１６号様式（第１６条第１項関係)  

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

事業遂行状況報告書 

 

 

  年  月  日付け川崎市指令  第  号により補助金交付の決定通

知がありました○○年度川崎市トップ経営体育成事業に係る補助事業の〇〇年

〇〇月〇〇日現在における遂行状況を、次のとおり報告します。 

また、遂行状況報告書等は、県要領第６の４に基づき、県に提出され、遂行

状況報告の手続きが行われることについて同意します。 

１ 補助事業の経費及び事業の遂行状況 

事業種目 事業量 事業費 
出  来  高 

備 考 
事業量 事業費 進捗率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円  円 

 

％ 

 

 

（注）１ 事業種目には、県要領別表１を参照し、県要綱第３条の表の補助事業１～17

を記載する。 

   ２ 事業量には、施設面積や機械の性能、台数等を記載する。 

３ 進捗率は、出来高欄の事業費を事業費で除して記載する。 

 

２ 補助事業の完了の予定期日 

    年  月  日 



 

 

第１７号様式（第１６条第２項関係)  

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業名称等変更届 

 

 

  年  月  日付け川崎市指令  第  号により補助金交付の決定通

知がありました川崎市トップ経営体育成事業については、事業実施主体につい

て下記のとおり変更がありましたので、報告します。 

また、名称等変更届等は、県要綱第１５条第３項、第１６条第１号及び県要領

第１０に基づき、県に提出され、名称等変更届の手続きが行われることについて

同意します。 

事   項 変  更  前 変  更  後 

住  所 

 

 

 

 

 

氏  名 

（法人の場合は、  

名称及び代表者氏名） 

 

 

 

 

 

事業実施主体     

変更が生じた理由  

変更年月日  

 



 

 

第１８号様式（第１７条関係） 

  年  月  日   

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業実績報告書 

 

  

  年  月  日付け川崎市指令  第  号により補助金の交付決定を

受けた川崎市トップ経営体育成事業補助金に係る補助事業の実績を、次のとお

り報告します。 

 また、実績報告書等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、実績報告

の手続きが行われることについて同意します。 

１ 目的及び内容 

 

２ 補助事業の内容及び経費の配分 

所在(市

町村名) 

事業内容

( 施 設 や

機械等) 

補助対象経費総額     

うち 

市補助金 

うち 

自己資金 

うち 

融資 

うち 

その他 

       

       

       

合計 円(税抜)     
（注）１ 市補助金は補助対象経費総額の 1/3 以内。ただし、予算の範囲内とする。 
   ２ その他は、国庫支出金、農業協同組合補助金等 
   ３ 消費税が補助対象とならない場合は、その他とする。 

 

３ 補助事業の着手及び完了の期日 

  事業着手   年  月  日 

  事業完了   年  月  日 

 

４ 添付資料 
（１）精算設計書（実施設計書 県要領 参考様式３と同じ場合は省略） 

（２）収支精算書（県要綱 第２号様式） 

（３）財産管理台帳（県要綱 第７号様式）の写し 

（４）契約書の写し及び完成写真 

（５）その他市長が必要と認める資料 



 

 

第１９号様式(第１８条関係)  

  川  第  号  

                                                     年  月  日 

  

事業実施主体 

住所 

 氏名                   様 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

          

                           川崎市長               

 

 

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業補助金交付確定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のありました川崎市トップ経営体育成事業補

助金の交付について、川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第１８条の

規定に基づき、次のとおりその額を確定しましたので通知します。 

 

補助金確定額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

連絡先  



 

 

第２０号様式（第２０条第３項） 

  年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

施設財産等の損傷（亡失）届 

 

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業において実施した次の施設について損

傷（亡失）したので届出ます。 

 また、損傷（亡失）届等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、損傷

（亡失）届の手続きが行われることについて同意します。 

 

１ 被害施設等の概要 

（１）事業実施主体名 

（２）施設等の所在地 

（３）施設等の構造及び規格、規模等 

（４）補助対象経費 

  ア 交付金等 

  イ その他の負担金 

（５）取得年月日 

 

２ 被害の概要 

（１）被害の原因（発生日時や災害の規模等も記入） 

（２）被害の程度 

 

３ 被害見積価格（復旧可能なものにあっては、復旧見込額） 

 

４ 当該施設の保全または復旧のためにとった応急措置 

 

５ その他（災害復旧計画及び資金計画） 

 

６ 添付資料（                  ）  



 

 

第２１号様式（第２０条第４項関係） 

  年  月  日   

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業施設財産の更新 

（又は移転、改良、増築、改築、模様替え）届出書 

 

 

 このことについて、○○年度川崎市トップ経営体育成事業において取得した

施設財産を次のとおり更新（又は  ）したいので、川崎市トップ経営体育成事

業補助金交付要綱第２０条第４項に基づき届け出ます。 

 また、届出書等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、届出の手続き

が行われることについて同意します。 

１ 更新（又は   ）の理由 

 

２ 更新（又は   ）に係る施設財産の概要 

 更新（又は  ）前 更新（又は  ）後の予定 

１施設名、機械名   

２施設、機械の所在   

３構造及び規模   

４補助対象経費総額   

５市補助金額  ― 

６その他負担分   

７更新（又は  ） 

予定日 
―  

                                                                                

３ 添付書類 

 （１）設計書（既存施設との関係を明らかにする。） 

 （２）財産管理台帳（写） 

 （３）その他市長が必要と認めた書類 

  



 

 

第２２号様式（第２０条第５項関係） 

年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業財産の一時的な目的外使用に 

関する承認申請書 

 

 

 このことについて、○○年度川崎市トップ経営体育成事業において取得した

財産を次の期間目的外使用したいので、川崎市トップ経営体育成事業補助金交

付要綱第２０条第５項に基づき、承認申請します。 

 また、承認申請書等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、承認申請

の手続きが行われることについて同意します。 

１ 目的外使用の理由 

 

２ 承認申請に係る財産の概要 

（１）財産名 

（２）財産の所在 

（３）構造及び規模 

（４）補助対象経費総額及び市補助金額 

（５）取得年月日 

 

３ 承認申請に係る事項 

（１）目的外使用の期間 

（２）利用の内容又は方法 

 

４ 添付書類 

（１）財産管理台帳（写） 

（２）管理規程等 

（３）最近３年間の施設、機械の利用実績 

  



 

 

第２３号様式（第２０条第５項関係） 

年  月  日   

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

 ○○年度川崎市トップ経営体育成事業財産の処分（目的外使用、 

譲渡、交換、貸付け、担保）に関する承認申請書 

 
 

 このことについて、○○年度川崎市トップ経営体育成事業において補助事業
者が実施した財産を処分（目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保）したいので、
川崎市トップ経営体育成事業補助金交付要綱第２１条第５項に基づき、承認申
請します。 
 また、承認申請書等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、承認申請
の手続きが行われることについて同意します。 
１ 処分（    ）の理由 
 
２ 承認申請に係る財産の概要 
（１）財産名 
（２）財産の所在 
（３）構造及び規模 
（４）補助対象経費総額及び市補助金額 
（５）取得年月日 
 
３ 承認申請に係る事項 
（１）処分の予定時期 
（２）処分（    ）の概要 
 ア 施設財産の処分方法及び処分後の利用（稼働）計画 
イ 処分に伴う条件等 

  ウ 処分額又は処分するために必要とする改造等の内容及び所要補助対象経費 
（３）その他 
 
４ 添付書類 
（１）財産管理台帳の写し 
（２）管理規程等 
（３）事業計画書の写し 
（４）実績報告書の写し又は最近３年間の施設財産の利用実績 
（５）その他市長が必要と認める書類 
 
（注）交換の場合にあっては、３の（２）に係る事項は次の事項とする。 

（２）交換の対象施設財産の概要 
ア 財産の所在地 
イ 構造及び規模 
ウ 取得予定価格、取得方法 
エ 財産の利用計画  



 

 

第２４号様式（第２６条第１項及び第２項関係） 

年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業実施状況報告書 

 

  

  年  月  日付けで交付決定を受けた川崎市トップ経営体育成事業補

助金に係る補助事業の  年３月末日現在における実施状況を、次のとおり報

告します。 

 また、実施状況報告書等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、実施

状況の手続きが行われることについて同意します。 

１ 目的及び内容 

 

２ 目標の達成程度 

   計画時の状況 

（  年度） 

２年目の状況 

（   年度） 

３年目の状況 

（  年度） 

目標（３年目） 

（  年度） 

経営規模拡

大 

     a 

   頭・羽 

     a 

   頭・羽 

     a 

   頭・羽 

     a 

   頭・羽 

雇用創出 常雇用   人 

パート   日 

常雇用   人 

パート   日 

常雇用   人 

パート   日 

常雇用   人 

パート   日 

年間販売額      万円      万円      万円      万円 

法人化 取組   年度 取組   年度 取組   年度 取組   年度 

GAP または

農 場 HACCP

認証の取得 

取得   年度 取得   年度 取得   年度 取得   年度 

スマート農

業の取組 

導入技術 

（     ） 

導入   年度 

導入技術 

（     ）

導入   年度 

導入技術 

（     ）

導入   年度 

導入技術 

（     ）

導入   年度 

周辺環境対

策に係る取

組 

取組  年度 取組  年度 取組  年度 取組  年度 

  



 

 

第２５号様式（第２６条第３項関係） 

年  月  日   

 

（宛先）川崎市長 

事業実施主体又は譲渡先 

住所  

                 氏名       

      （法人の場合は、名称・代表者の氏名）  

  

 

利用状況報告書 

 

 

○○年度川崎市トップ経営体育成事業財産について、財産の処分（目的外使

用、譲渡、貸付け）を行ったので、川崎市トップ経営体育成事業実要綱第２６条

第３項に基づき、利用状況を報告します。 

また、利用状況報告書等は、県要綱及び県要領に基づき、県に提出され、利用

状況報告の手続きが行われることについて同意します。 

１ 事業実施主体（住所、氏名（又は所在地、名称）） 

 

２ 財産処分（目的外使用、譲渡、貸付け）の承認年度 

  

３ 利用状況 

※必要に応じて提出者を修正 

※目的外使用、貸付けの場合は事業実施主体が、譲渡の場合は譲渡先が提出 

 変更前 変更後 

使用者名、

住所 

  

使用者と事

業実施主体

との関係性 

  

補助内容 

 

  

作業内容 

 

  

稼働日数 

 

  

処理量 

 

  


